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「役員の金融取引等に関する特則」 

 

１．趣旨 

本特則は、「服務に関する準則」第９条第２項の適用に関して､日本銀行

の「役員」（総裁､副総裁､審議委員､理事および監事をいう。以下同じ。）に

よる職務遂行の公正性を確保するため、その金融取引等について､個人の財

産権､プライバシーおよび安全の確保にも配慮しつつ、具体的な措置を定め

るものである。 

 

２．定義 

本特則で使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）金融商品 預貯金、有価証券、投資信託、保険、年金など、金融機関

等が販売している資産運用商品一般をいう。 

（２）投資目的不動産 不動産のうち、自家用目的以外で保有するものをい

う。 

（３）金融商品等 金融商品および投資目的不動産をいう。 

 

３．取引可能な金融商品 

役員は、在任中、次の金融商品（以下「取引可能金融商品」という。）

に限り、取引（役員による取得、売買、解約などの行為をいう｡以下同じ。）

を行うことができる。 

（１）流動性預貯金（全ての外貨建てのものを合算した米国ドル換算残高が

概ね５万ドル以下となる外貨預金を含む。以下同じ。） 

（２）定期性預貯金 

（３）個人向け国債 

（４）年金および保険（いわゆる変額保険、変額個人年金、外貨建保険など

投資目的のものを除く。） 

（５）マネー・リザーブ・ファンド（ＭＲＦ）などその他投資目的ではなく、

かつ、一般に取引可能な前各号に掲げるものに相当する金融商品 

  

４．取引を禁止する金融商品等 

（１）役員は、在任中、本人または第三者の名義を用いて、金融商品のうち

取引可能金融商品以外のものおよび投資目的不動産（以下「取引禁止金
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融商品等」という。）の取引を行ってはならない。 

（２）役員は、その就任前から保有する取引禁止金融商品等が満期到来等に

よりその契約が終了した場合には、再度、取引禁止金融商品等を取得し

てはならない。 

（３）（１）および（２）の定めに拘らず、役員は、相続または贈与その他の

やむを得ない事情により取引禁止金融商品等の取引を行う場合には、 

１１.に定める「金融取引等審査会」に報告するものとする。 

（４）（３）において金融取引等審査会は、取引禁止金融商品等の取引を行う

やむを得ない事情があると認められるか否かを確認の上、当該役員に回

答する。 

 

５．金融政策決定会合直前の取引の禁止 

役員（監事を除く。）は、金融政策決定会合開始日の７日前からその終了

日まで、３．ならびに４．（３）および（４）の定めにかかわらず、金融商

品等の取引（流動性預貯金の取引ならびに定期性預貯金の解約および引出

しを除く。）を行ってはならない。 

 

６．保有を禁止する金融商品 

（１）総裁、副総裁および理事は、在任中、やむを得ない場合を除き、取引

禁止金融商品等のうち、次のもの（以下「保有禁止金融商品」という。）

を保有してはならない。 

 イ、日本銀行の当座預金取引の相手方（以下「当座預金取引先」という。）

の株式、新株引受権、新株予約権、新株予約権付社債、社債、金融債（以

下「株式等」という。） 

 ロ、私募ファンド等（いわゆる私募ファンドおよび上場手続を開始しまた

は上場が見込まれている未公開株式をいう。） 

（２）総裁、副総裁および理事は、原則としてその就任後３か月以内に保有

禁止金融商品を売却、解約その他の方法により処分するものとする。就

任後にやむを得ない事情により保有禁止金融商品を取得した場合も、原

則としてその取得後３か月以内に処分するものとする。 

（３）審議委員は、就任時に保有する当座預金取引先の株式等を、１２．に

定めるところに従ってその保有状況を公開することを条件に、原則とし

て信託することによりその取引を凍結したうえで、継続して保有するこ

とができる。他方、私募ファンド等については保有してはならず、   
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原則としてその就任後３か月以内に売却、解約その他の方法により処分

するものとする。就任後にやむを得ない事情により取得した場合も、原

則としてその取得後３か月以内に処分するものとする。 

（４）監事は、私募ファンド等を保有してはならず、原則としてその就任後

３か月以内に売却、解約その他の方法により処分するものとする。就任

後にやむを得ない事情により取得した場合も、原則としてその取得後３

か月以内に処分するものとする。 

（５）役員は、証券取引法第 166 条に定めるインサイダー取引規制その他の

法令、契約上の制約により就任後３か月以内に保有禁止金融商品を処分

できない場合、就任後に相続等により保有禁止金融商品を取得する場合

など、（１）から（４）までの定めにより難い事情がある場合には、金融

取引等審査会に報告するものとする。 

（６）（５）において金融取引等審査会は、保有禁止金融商品の保有にやむを

得ない事情があると認められるか否かを確認の上、当該役員に回答する。 

 

７．取引禁止金融商品等の取引の凍結 

（１）総裁、副総裁および審議委員は、取引禁止金融商品等の取引を凍結す

るため、その就任時に保有していた、または、４．（４）もしくは６．（６）

の定めに基づき保有することが認められた取引禁止金融商品等のうち、上

場株式、国債その他公社債を原則として信託銀行等に速やかに信託するこ

ととし、在任中に信託契約の解約または変更を行ってはならない。 

（２）役員は、信託を行わない取引禁止金融商品等については、その事由と

ともに保有状況を金融取引等審査会に報告するものとする。 

 

８．役員退任後の取扱い 

役員は、退任後１年間は、取引禁止金融商品等の取引を自粛するものと

する。 

 

９．資産内容の金融取引等審査会への報告 

（１）役員は、就任時および退任時に、次の各号に定める区分に従い、金融

商品等の保有状況（信託されているものは信託契約における取引凍結の内

容等）を、原則として就任時および退任時から３か月以内に、金融取引等

審査会に報告するものとする。 

 イ、総裁および副総裁 取引禁止金融商品等、取引可能金融商品ならびに
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借入金および貸付金 

 ロ、審議委員 取引禁止金融商品等ならびに借入金および貸付金 

 ハ、理事および監事 取引禁止金融商品等 

（２）役員は、在任中、４．（４）または６．（６）の定めに基づきやむを得

ない事情があると認められた場合その他取引禁止金融商品等の取引を

行った場合は、その都度その内容を、金融取引等審査会に報告するものと

する。 

（３）役員は、扶養親族が取引禁止金融商品等の取引を行った場合にも、そ

の都度その内容を金融取引等審査会に報告するよう努めなければならな

い。 

 

１０．金融取引等審査会による報告内容の確認 

（１）金融取引等審査会は、９．による役員からの報告に基づき、次の点を

確認する。 

イ、 保有禁止金融商品を保有していないか（保有している場合に本特則

の定めに照らして問題がないか）。 

ロ、 就任時以降、本特則の定めに反して取引禁止金融商品等を取引して

いないか。 

ハ、 ９．（３）で定める扶養親族による取引禁止金融商品等の取引状況に

関して問題がないか。 

二、 取引禁止金融商品等を信託する場合、在任期間中取引を禁止する信

託契約が行われているか。 

（２）金融取引等審査会は、１２．による役員の就任時と退任時の公開内容

と９．による役員からの報告との整合性を確認する。 

（３）金融取引等審査会は、必要に応じて役員本人に報告の内容を確認の上、

確認の結果について日本銀行に回答し、役員本人に伝達する。 

 

１１．金融取引等審査会 

（１）目的 

本特則の実効性を担保するため、弁護士､公認会計士等の外部有識者５

名をもって、役員から本特則の遵守状況に関する報告を受けてその内容

を確認し、また本特則の運用に関し諮問を受けて必要な意見を表明する

ことを目的とする第三者機関として「金融取引等審査会」（以下｢審査会｣

という。）を設置する。 
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（２）職務の独立とその範囲 

審査会は独立して職務を行い、その範囲は４．（４）、６．（６）および

１０．に定めるもののほか、次のとおりとする。 

イ、本特則の解釈・運用に関する日本銀行への意見の提出 

ロ、１３．（１）に定める特則の見直し要否に関する日本銀行への意見

の提出 

（３）組織、委員の任期 

イ、審査会は５人の委員をもって組織する。 

ロ、委員は政策委員会が選任する。 

ハ、委員の任期は２年とし、非常勤とする。 

ニ、審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

ホ、会長は会務を総理し､審査会を代表する。 

へ、会長に事故があるときは､予めその指名する委員が､その職務を代理

する｡ 

ト、審査会に事務局を置く。 

（４）秘密保持義務および報酬 

イ､委員は､職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。審査会の事務に従事する者についても、同

様とする。 

ロ､委員の報酬は別に定める｡ 

（５）議事の手続等 

審査会の議事の手続、活動内容の報告その他審査会の運営に関し必要

な事項は、審査会が定める｡ 

 

１２．資産状況の公開 

（１）総裁および副総裁は、就任時または退任時に、その時点を基準とする

取引禁止金融商品等、取引可能金融商品ならびに借入金および貸付金の

状況を、別紙１の書式により、原則として就任時および退任時から３か

月以内に公開するものとする。  

（２）審議委員は、就任時または退任時に、その時点を基準とする取引禁止

金融商品等ならびに借入金および貸付金の状況を、別紙２の書式により、

原則として就任時および退任時から３か月以内に公開するものとする。 

（３）（１）および（２）に定める資産状況の公開において、総裁、副総裁お

よび審議委員が就任時に保有していたものの公開までに処分が終了した
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保有禁止金融商品は、公開の対象としない。ただし、処分をした旨を公

開において付記する。 

（４）総裁､副総裁および審議委員は、６．（６）の定めに基づき、保有禁止

金融商品を保有することが認められた場合には、取得時を基準とする当

該保有禁止金融商品の保有状況を、別紙１、２の書式中該当部分により、

原則として取得時から３か月以内に公開するものとする。 

 

１３．その他 

（１）本特則の諸規定は､金融環境の変化ならびに個人の財産権､プライバシー

および安全の保護についての考え方の変化を踏まえて、金融取引等審査会の

意見に基づき、適切な時期に見直しを検討する。 

（２）本特則の軽微な改正または実施に必要な細目は､総裁がこれを定め得るも

のとする｡ 
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＜総裁・副総裁用＞ 

「役員の金融取引等に関する特則」１２．に基づく資産状況の公開について 

 

役職名：                        

氏  名：                        

公表年月日：平成   年   月   日 

 

Ⅰ．保有禁止金融商品 

種類 銘柄名 株数、拠出金額、額面 摘要 

当座預金取引先の 

株式等および債券 
   

私募ファンド 

未公開株式 
   

【記入要領】 

• 当座預金取引先の株式は株数を、債券（社債、金融債）は額面金額を、私募ファ

ンドは拠出金額を、それぞれ銘柄毎に記載する。 

• 摘要欄には、信託の状況等について記載する。 

• 就任時に保有していた保有禁止金融商品を資産公開時までに処分した場合、その種

類および銘柄数を上記表の直下に脚注として記載する。 
 

 

Ⅱ．取引禁止金融商品等（上記Ⅰ．に記載した分を除く） 

１．株式等 

総銘柄数 総株数 摘要 

   

【記入要領】 

• 外国株式等を含む。 

• 摘要欄には、信託の状況等について記載する。 

 

別紙１ 
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２．債券および投資信託等 

種類 金額帯 摘要 

国  債 

（個人向け国債を

除く） 

  

国債以外の公社債   

投資信託   

その他金融商品   

【記入要領】 

• 金額帯欄は、原則として額面金額の合計とする。ただし、割引債および投資信託に

ついては原則として取得金額とする。記載に当っては、0 円（「なし」）、1 円以上 10

百万円以下（「イ」）、10 百万円超 25 百万円以下（「ロ」）、25 百万円超 50 百万円以下

（「ハ」）、50 百万円超 1 億円以下（「ニ」）、1 億円超（「ホ」）のいずれかに当てはめ

て記載する。 

• 摘要欄には、信託の状況等について記載する。 

 

 

３．投資目的不動産 

種類 件数 所在地 面積 金額帯 

土  地 

 

 

 

 ㎡  

建  物 

 

 

 

 

㎡ 

【記入要領】 

• 所在地欄には、都道府県名を記載する。 

• 面積欄には、合計値を記載する。 

• 金額帯欄は、固定資産税の課税標準の価額の合計とし、0円（「なし」）、1円以上 10

百万円以下（「イ」）、10 百万円超 25 百万円以下（「ロ」）、25 百万円超 50 百万円以下

（「ハ」）、50 百万円超 1 億円以下（「ニ」）、1 億円超（「ホ」）のいずれかに当てはめ

て記載する。 
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Ⅲ．借入金、貸付金 

種類 金額帯 

借 入 金  

貸 付 金  

【記入要領】 

• 金額帯欄には、合計額について、0 円（「なし」）、1 円以上 10 百万円以下（「イ」）、

10 百万円超 25 百万円以下（「ロ」）、25 百万円超 50 百万円以下（「ハ」）、50 百万円超

1億円以下（「ニ」）、1億円超（「ホ」）のいずれかに当てはめて記載する。 

• 借入金は、住宅ローン等を除く。 

 

 

Ⅳ．取引可能金融商品 

   預貯金等、個人向け国債 

種類 細目 金額帯 

預貯金  

定期性預貯金等 

その他  

個人向け国債 ─  

【記入要領】 

• 定期性預貯金等の金額帯欄には、残高の合計について、0 円（「なし」）、1 円以上 10

百万円以下（「イ」）、10 百万円超 25 百万円以下（「ロ」）、25 百万円超 50 百万円以下

（「ハ」）、50 百万円超 1 億円以下（「ニ」）、1 億円超（「ホ」）のいずれかに当てはめ

て記載する。 

• 個人向け国債の金額帯欄には、額面の合計を同様に記載する。 

 

以    上 
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＜審議委員用＞ 

「役員の金融取引等に関する特則」１２．に基づく資産状況の公開について 

 

役職名：                        

氏  名：                        

公表年月日：平成   年   月   日 

 

Ⅰ．保有禁止金融商品 

種類 銘柄名 株数、拠出金額、額面 摘要 

当座預金取引先の 

株式等および債券 
   

私募ファンド 

未公開株式 
   

【記入要領】 

• 当座預金取引先の株式は株数を、債券（社債、金融債）は額面金額を、私募ファ

ンドは拠出金額を、それぞれ銘柄毎に記載する。 

• 摘要欄には、信託の状況等について記載する。 

• 就任時に保有していた保有禁止金融商品を資産公開時までに処分した場合、その種

類および銘柄数を上記表の直下に脚注として記載する。 
 

 

Ⅱ．取引禁止金融商品等（上記Ⅰ．に記載した分を除く） 

１．株式等 

総銘柄数 総株数 摘要 

   

【記入要領】 

• 外国株式等を含む。 

• 摘要欄には、信託の状況等について記載する。 

 

別紙２ 
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２．債券および投資信託等 

種類 金額帯 摘要 

国  債 

（個人向け国債を

除く） 

  

国債以外の公社債   

投資信託   

その他金融商品   

【記入要領】 

• 金額帯欄は、原則として額面金額の合計とする。ただし、割引債および投資信託に

ついては原則として取得金額とする。記載に当っては、0 円（「なし」）、1 円以上 10

百万円以下（「イ」）、10 百万円超 25 百万円以下（「ロ」）、25 百万円超 50 百万円以下

（「ハ」）、50 百万円超 1 億円以下（「ニ」）、1 億円超（「ホ」）のいずれかに当てはめ

て記載する。 

• 摘要欄には、信託の状況等について記載する。 

 

 

３．投資目的不動産 

種類 件数 所在地 面積 金額帯 

土  地 

 

 

 

 ㎡  

建  物 

 

 

 

 

㎡ 

【記入要領】 

• 所在地欄には、都道府県名を記載する。 

• 面積欄には、合計値を記載する。 

• 金額帯欄は、固定資産税の課税標準の価額の合計とし、0円（「なし」）、1円以上 10

百万円以下（「イ」）、10 百万円超 25 百万円以下（「ロ」）、25 百万円超 50 百万円以下

（「ハ」）、50 百万円超 1 億円以下（「ニ」）、1 億円超（「ホ」）のいずれかに当てはめ

て記載する。 
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Ⅲ．借入金、貸付金 

種類 金額帯 

借 入 金  

貸 付 金  

【記入要領】 

• 金額帯欄には、合計額について、0 円（「なし」）、1 円以上 10 百万円以下（「イ」）、

10 百万円超 25 百万円以下（「ロ」）、25 百万円超 50 百万円以下（「ハ」）、50 百万円超

1億円以下（「ニ」）、1億円超（「ホ」）のいずれかに当てはめて記載する。 

• 借入金は、住宅ローン等を除く。 

以    上 

 

 




